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Ⅰ 総  則 

 

1 適用 

(1) この『ＮＰでんき』料金表（中部）（以下「料金表（中部）」といいます。）

は，当社が別途定める『ＮＰでんき』需給約款（低圧）（2023年 4月 1日実

施。以下「需給約款」といいます。）の 13（料金）に従って定めたものであ

り，お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。 

 

(2)  この料金表（中部）は，需給約款の 1（適用）に定める中部電力パワーグリッ

ド株式会社の供給区域における需要に対して，需給約款と合わせて適用いたしま

す。 

 

Ⅱ 契約種別および料金 

 

2 契約種別 

契約種別は，次のとおりといたします。 

 

需要区分 契約種別 

電灯需要 
ＮＰ・定額電灯Ｍ 

ＮＰ・従量電灯Ｒ 

電力需要 ＮＰ・低圧電力Ｒ 

 

3  ＮＰ・定額電灯Ｍ 

(1)  適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で，その総容量が 400ボルトアンペア以下

であるものに適用いたします。 

 

(2)  供給電気方式，供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 2線式標準電圧 100ボルトまたは

200ボルトとし，周波数は，標準周波数 60ヘルツといたします。ただし，供給電

気方式および供給電圧については，お客さまに特別の事情がある場合には，交流

単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトとすることがあります。 

 

(3)  契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 
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(4)  料金 

料金は，需要家料金，電灯料金，小型機器料金および別表 2（再生可能エネル

ギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金

の合計といたします。ただし，電灯料金または小型機器料金は，別表 1（燃料費

調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900円を下回る場合は，別表

1 （燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，

別表 1（燃料費調整）(1)イによって算定された平均燃料価格が 45,900円を上回

る場合は，別表 1（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えた

ものといたします。 

 

イ 需要家料金 

需要家料金は， 1 月につき次のとおりといたします。 

1供給単位につき ５５円００銭 

 

ロ 電灯料金 

電灯料金は，各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。 

10ワットまでの 1 灯につき ９１円９９銭 

10ワットをこえ 20ワットまでの 1 灯につき １４４円３８銭 

20ワットをこえ 40ワットまでの 1 灯につき ２４９円１６銭 

40ワットをこえ 60ワットまでの 1 灯につき ３５３円９４銭 

60ワットをこえ 100ワットまでの 1 灯につき ５６３円５０銭 

100ワットをこえる 1 灯につき 100ワットまでごとに ５６３円５０銭 

 

ハ 小型機器料金 

小型機器料金は，各契約負荷設備ごとにその容量に応じ 1 月につき次の 

とおりといたします。 

50ボルトアンペアまでの 1 機器につき ２４０円８１銭 

50ボルトアンペアをこえ 100ボルトアンペアまでの 

1 機器につき 
４００円２２銭 

100ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 100ボルト

アンペアまでごとに 
４００円２２銭 
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4 ＮＰ・従量電灯Ｒ 

(1) 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用い

たします。 

(ｲ)  契約容量が原則として 6キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則とし

て 50キロボルトアンペア未満であること。 

 

(ﾛ)  1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は，契約容量と契約

電力との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみなしま

す。）が 50キロワット未満であること。 

ただし，1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で，お客さま

が希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配電事業者または

配電事業者（以下「当該一般送配電事業者等」といいます。）の供給設備の状況

等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適

当と認めたときは，(ｲ)に該当し，かつ，(ﾛ)の契約容量と契約電力との合計が

50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合，

当該一般送配電事業者等は，お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備

を施設することがあります。 

また，お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態等から当社が

適当と認めたときは 6キロボルトアンペア未満であるものについても適用する

ことがあります。 

 

(2) 供給電気方式，供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は，交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび

200ボルトとし，周波数は，標準周波数 60ヘルツといたします。 

ただし，供給電気方式および供給電圧については，技術上または当該一般送配

電事業者等の供給設備の都合でやむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧

100ボルトもしくは 200ボルトまたは交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトとする

ことがあります。 

 

(3) 契約容量 

(ｲ) 契約容量は，契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契約容量およ

び契約電力の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約

主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

 なお，当該一般送配電事業者等もしくは当社は，契約主開閉器が制限でき

る電流を，必要に応じて確認いたします。 
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(ﾛ) お客さまが，この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受

けている場合は，(ｲ)にかかわらず，この供給条件による電気の需給契約の申

込みの際の契約容量を基準として定めます。また，お客さまの電気の使用状

態等から，当社が必要であると判断した場合は，従前の契約容量の値を上限

として，契約容量の調整を行う場合があります。 

 

(4)  料金 

料金は，基本料金，電力量料金および別表 2（再生可能エネルギー発電促進賦

課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたし

ます。ただし，電力量料金は，別表 1（燃料費調整）(1)イによって算定された平

均燃料価格が 45,900円を下回る場合は，別表 1（燃料費調整）(1)ニによって算

定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 1（燃料費調整）(1)イによっ

て算定された平均燃料価格が 45,900円を上回る場合は，別表 1（燃料費調整）

(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は， 1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

契約容量 1キロボルトアンペアにつき ２９７円００銭 

 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の 120キロワット時までの 1キロワット時につき ２１円３３銭 

120キロワット時をこえ 300キロワット時までの 1キロ

ワット時につき 
２５円８０銭 

300キロワット時をこえる 1キロワット時につき ２８円７５銭 

 

5 ＮＰ・低圧電力Ｒ 

(1)  適用範囲 

動力を使用する需要で，次のいずれにも該当するものに適用いたします。 

(ｲ) 契約電力が原則として 50キロワット未満であること。 

 

(ﾛ)  1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は，契約電流（この

場合，10アンペアを 1キロワットとみなします。）または契約容量（この場

合，1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。）と契約電力との合

計が 50キロワット未満であること。 
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ただし，1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で，お客さま

が希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当該一般送配電事業者等の供

給設備の状況等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電

気の供給が適当と認めたときは，(ｲ)に該当し，かつ，(ﾛ)の契約電流または契

約容量と契約電力との合計が 50キロワット以上であるものについても適用する

ことがあります。この場合，当該一般送配電事業者等は，お客さまの土地また

は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。 

 

(2)  供給電気方式，供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は，交流 3相 3線式標準電圧 200ボルトとし，周

波数は，標準周波数 60ヘルツといたします。ただし，供給電気方式および供給

電圧については，技術上やむをえない場合には，交流単相 2線式標準電圧 100ボ

ルトもしくは 200ボルトまたは交流単相 3線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボ

ルトとすることがあります。 

 

(3)  契約電力 

(ｲ) 契約電力は契約主開閉器の定格電流にもとづき，別表 3（契約容量および

契約電力の算定方法）により算定された値といたします。この場合，契約主

開閉器をあらかじめ設定していただきます。 

 なお，当該一般送配電事業者等もしくは当社は，契約主開閉器が制限でき

る電流を，必要に応じて確認いたします。 

  

(ﾛ) お客さまが，この供給条件による電気の供給を受ける前に電気の供給を受

けている場合で，(ｲ)以外の方法で契約電力を定めている場合には，(ｲ)にか

かわらず，この供給条件による電気の需給契約の申込みの際の契約電力を基

準として定めます。また，お客さまの電気の使用状態等から，当社が必要で

あると判断した場合は，従前の契約電力の値を上限として，契約電力の調整

を行う場合があります。 

  

(4)  料金 

料金は，基本料金，電力量料金および別表 2（再生可能エネルギー発電促進

賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とい

たします。また，電力量料金は，別表 1（燃料費調整）(1)イによって算定され

た平均燃料価格が 45,900円を下回る場合は，別表 1（燃料費調整）(1)ニによ

って算定された燃料費調整額を差し引いたものとし，別表 1（燃料費調整）(1)

イによって算定された平均燃料価格が 45,900円を上回る場合は，別表 1（燃料

費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 
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(ｲ) 基本料金 

基本料金は，1月につき次のとおりといたします。また，まったく電気を 

使用しない場合の基本料金は，半額といたします。 

 

契約電力 1キロワットにつき １，１１９円８０銭 

 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その 1月の使用電力量によって算定することとし，夏季に 

使用された電力量には夏季料金を，その他季に使用された電力量にはその他 

季料金をそれぞれ適用いたします。 

なお，その 1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には，計量値 

を確認するときを除き，その 1月の使用電力量をその 1月に含まれる夏季お 

よびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といた 

します。 

 

 夏季料金 その他季料金 

1キロワット時につき １７円０９銭 １５円５４銭 

 

(5)  力率の保持 

需要場所の負荷の力率は，原則として 90パーセント以上に保持していただきま

す。 

 

(6)  その他 

変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはできませ

ん。 

 

6 口座振替割引 

(1)  適用範囲 

従量電灯，低圧電力として電気の供給を受け，料金を需給約款 22（料金その他

の支払方法）（1）イにより支払われるお客さまで，かつ，口座振替割引の適用

を希望される場合に，適用いたします。 

 

(2)  割引額 

割引額は下表のとおりといたします。ただし，従量電灯，低圧電力によって 

料金として算定された金額から再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定 

された金額を差し引いたものを上回らないものといたします。 

1供給単位につき ５５円 
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附  則 

 

この料金表（中部）は，2023年 4月 1日から実施いたします。 
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別  表 

 

1  燃料費調整 

(1)  燃料費調整額の算定 

イ  平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は，貿易統計の輸入品の

数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

なお，平均燃料価格は，100円単位とし，100円未満の端数は，10円の位

で四捨五入いたします。 

 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 

α＝0.0275 

β＝0.4792 

γ＝0.4275 

なお，各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油

価格， 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石

炭価格の単位は， 1 円とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入い

たします。 

 

ロ  燃料費調整単価 

燃料費調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって算定された値とい

たします。 

なお，燃料費調整単価の単位は， 1 銭とし，その端数は，小数点以下第 1 

位で四捨五入いたします。 

(ｲ)   1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900円を下回る場合 

燃料費調整単価 ＝（45,900円－平均燃料価格）× (2)の基準単価÷1,000 

(ﾛ)   1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900円を上回り，かつ，

68,900円以下の場合 

燃料費調整単価 ＝（平均燃料価格－45,900円）× (2)の基準単価÷1,000 

(ﾛ)   1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900円を上回る場合 

   平均燃料価格は，68,900円といたします。 

燃料費調整単価 ＝（68,900円－45,900円）× (2)の基準単価÷1,000 
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ハ  燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単

価は，その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用

される電気に適用いたします。 

(ｲ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は，(ﾛ)の 

場合を除き，次のとおりといたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 

毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 

毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 

毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 

毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 

毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 

毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 

毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 

毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 

毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 

毎年11月1日から翌年の1月31日までの

期間 
翌年の4月の料金に係る計量期間等 

毎年12月1日から翌年の2月28日までの

期間（翌年が閏年となる場合は，翌年

の2月29日までの期間） 

翌年の5月の料金に係る計量期間等 

 

(ﾛ) 定額制供給の場合は，各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整 

単価適用期間は，(ｲ)に準ずるものといたします。 

 

ニ  燃料費調整額 

(ｲ) 燃料費調整額は，(ﾛ)の場合を除き，その 1月の使用電力量にロによっ 

て算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。 

(ﾛ) 定額制供給の場合は，燃料費調整額はロによって算定された各契約負 

荷設備ごとの燃料費調整単価の合計といたします。 

 

(2)  基準単価 

基準単価は，平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値といたします。 

イ  定額制供給の場合 

基準単価は，各契約負荷設備ごとに 1月につき次のとおりといたします。 

電
灯 

10ワットまでの 1灯につき ９０銭５５厘 

10ワットをこえ 20ワットまでの 1灯につき １円８１銭２厘 

20ワットをこえ 40ワットまでの 1灯につき ３円６２銭３厘 
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40ワットをこえ 60ワットまでの 1灯につき ５円４３銭４厘 

60ワットをこえ 100ワットまでの 1灯につき ９円０５銭 7厘 

100ワットをこえる 1灯につき 

100ワットまでごとに 
９円０５銭７厘 

小

型

機

器 

50ボルトアンペアまでの 1機器につき ２円７０銭５厘 

50ボルトアンペアをこえ 

100ボルトアンペアまでの 1機器につき 
５円４１銭１厘 

100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき

100ボルトアンペアまでごとに 
５円４１銭１厘 

 

ロ  従量制供給の場合 

基準単価は，次のとおりといたします。 

 

1 キロワット時につき ２３銭３ 厘 

 

 (3)  燃料費調整単価等のお知らせ 

当社は，(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。 

 

2  再生可能エネルギー発電促進賦課金 

(1)  再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，再生可能エネルギー特別措置法第

36条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし，再生可能エネルギー電気の

利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定

める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）およびインバランスリ

スク単価等を定める告示により定めます。 

なお，当社は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお知らせいたしま

す。 

(2)  再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は，ロの場合を除き，

当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示

がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金

に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。 

ロ 定額制供給の場合は，再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間

は，イに準ずるものといたします。 
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(3)  再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ  再生可能エネルギー発電促進賦課金は，次により算定いたします。なお，

再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は，1円と

し，その端数は，切り捨てます。 

(ｲ)   定額制供給の場合 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，各契約負荷設備ごとの（1）に定

める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の合計といたします。 

(ﾛ)  従量制供給の場合 

再生可能エネルギー発電促進賦課金は，その 1月の使用電力量に(1)に定

める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。 

ロ  お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 1 項の規定に

より認定を受けた場合で，お客さまから当社にその旨を申し出ていただいた

ときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は，次のとおりといたします。 

(ｲ)   (ﾛ)の場合を除き，お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量

期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期（お客さま

の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 5 項または第 6 項の

規定により認定を取り消された場合は，当該認定を取り消された日を含む

計量期間等の終期といたします。）までの期間に当該事業所で使用される

電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は，イにかかわらず，イに

よって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から，当

該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 3 項に規定する政令で

定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置

法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます。）

を差し引いたものといたします。 

なお，減免額の単位は， 1 円とし，その端数は，切り捨てます。 

(ﾛ)  定額制供給の場合は，(ｲ)に準ずるものといたします。 

 

3  契約容量および契約電力の算定方法 

4（ＮＰ・従量電灯Ｒ）(3)(ｲ)または 5（ＮＰ・低圧電力Ｒ）(3)(ｲ)の契約容量また

は契約電力は，次により算定いたします。 

 

(1)  供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100ボルトもしくは

200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトの場合    

 

  契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×電圧(ﾎﾞﾙﾄ)÷1,000 

 

なお，交流単相 3 線式標準電圧 100ボルトおよび 200ボルトの場合の電圧は，

200ボルトといたします。 
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(2)  供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200ボルトの場合 

 

契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)×電圧(ﾎﾞﾙﾄ)×1.732÷1,000 

 




